
 「外来・入院時の限度額適用及び食事標準負担額減額認定証」の更新
　現在、お手元にある認定書の有効期限は７月31日㈫です｡更新を希望する人は申請をしてください。
対象

　

申請方法　８月１日㈬以降に保険年金課または各支所市民生活課で申請
持ってくるもの　印鑑と保険証

 「国民健康保険高齢受給者証」の更新
　現在、お手元にある受給者証の有効期限は７月
31日㈫です。
　医療機関の窓口で負担する
割合（１割または３割）につ
いて、毎年の所得により再判
定を行い、国保に加入してい
る70歳以上の人全員に、新し
い「国民健康保険高齢受給者
証」（白いカード）を７月中に
送付します。
…………………………………………………………
※有効期限が過ぎた認定証は保険年金課または各
支所市民生活課へお返しください（郵送可）

国民健康保険（国保）からのお知らせ
更 新 の 時 期 で す

問い合わせ先　〒708-8501津山市山北520保険年金課（市役所１階７番窓口）薊32-2071

後期高齢者医療制度のお知らせ

問い合わせ先　〒708-8501津山市山北520保険年金課（市役所１階７番窓口）薊32-2073、または各
　　　　　　　支所市民生活課

国民年金の任意加入制度

問い合わせ先　保険年金課（市役所１階６番窓口）薊32-2072

保険料　月額14,980円　
※月額400円の付加保険料を上乗せすることもでき
ます

納付方法　原則、口座振替
申込方法　保険年金課また
は各支所市民生活課で申
し込む

持ってくるもの　年金手帳、
口座振替を希望する通帳、
通帳の届け出印

　20歳から60歳までの間で国民年金を納めていない
期間がある人は、60歳から65歳までの間、国民年金
に加入することで老齢基礎年金額を増やすことがで
きます。この制度は、本人の申し出で利用すること
ができます。
対象　次の条件をすべて満たす人
　①国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
　②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
　③20歳から60歳までの年金保険料の納付月数が
480月未満の人

減額認定証の更新
　「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額
認定証（ピンク色）」の有効期限は７月31日㈫
です。新しい減額認定証は７月下旬に送付しま
す。
　原則、更新の手続きは必
要はありませんが、長期入
院該当者（認定されていた
人が過去12カ月で90日を
超える入院）や所得を未申
告の人は、申請が必要にな
る場合があります。該当者
には通知しますのでご確認
ください。

 平成24年度の後期高齢者医療の保険料が決定しました
　今年度の後期高齢者医療保険料額は、平成23年中の所得により、以下の計算方法で決定します。被保険者の
皆さんには７月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。

保険料の納め方
　通知書に記載されている方法で納めてください
特別徴収
　偶数月に支給される年金から、保険料が天引きさ
れます

※保険年金課または各支所市民生活課で手続きをす
れば、口座振替に切り替えることができます（切
り替えには申し込みから数カ月がかかります）

普通徴収
　保険料を市内各金融機関窓口（郵便局を除く）
または口座振替で納めます

納付期限

保険料の計算方法

保険料の軽減
　所得の低い人は所得割額が軽減（５割）されます。
また、世帯所得が一定水
準以下の人は均等割額が軽
減（９割・8.5割・５割・２割）
されます。なお、平成24
年度についても会社の健康
保険などの被扶養者であっ
た人は均等割額が９割軽減
されます

◀国民健康保
険限度額適用
認定証
（薄緑色）

◀国民健康保
険限度額適用
・標準負担額
減額認定証
（黄土色）

◀国民健康保
険標準負担額
減額認定証
（黄土色）

60 歳 以 上 65 歳 未 満 の 人 へ

《安全、確実にお手元へ》
国民健康保険証を簡易書留郵便で
　現在、お手元にある国民健康保険証の有効期限
は９月30日㈰です。新しい保険証は９月下旬に
発送します。安全・確実に届けるため、希望する
世帯には簡易書留郵便でお送りします。
受付期間　８月１日㈬～31日㈮
申込方法　保険年金課または各支所市民生活課に
電話または直接申し込む（保険証の記号番号を
確認します）
受取方法　簡易書留郵便の受け取り時には、受領
印が必要です。配達時に不在の場合は、必ず郵
便局に再配達の依頼をしてください
※保険料の未納がある人については希望に添えな
いことがあります

被保険者証の更新
　現在、お手元にある被保険者証の有効期限は
７月31日㈫です。新しい保険証は、前年の所得
により窓口負担割合（１割または３割）の再判
定をして、７月下旬に送付します。８月以降、
病院にかかるときは、新
しい被保険者証（薄茶色）
を使用してください。
　古い被保険者証（水色）
は、期限満了後、細かく破
り捨てるなど、個人の責任
で処分するか、保険年金課
または各支所市民生活課に
に返却してください（郵送
可）。

 納　期 期　限
 第１期 7月31日㈫
 第２期 8月31日㈮
 第３期 10月 1日㈪
 第４期 10月31日㈬
 第５期 11月30日㈮
 第６期 12月25日㈫
 第７期 1月31日㈭
 第８期 2月28日㈭
 第９期 4月 1日㈪

所得割額
（総所得金額など－
33万円）×8.97％

均等割額
45,000円 ＋

交付年月日平成23年８月１日

　　　　　  岡 ３　　　　　　   12345678

 津山市山北520

 津山　太郎   ○

 津山　太郎   ○

   昭和25 １ １

   平成23 ８ １

   平成24 ７ 31

　　　　　　　　　　　　　○

交付年月日平成23年８月１日

　　　　　  岡 ３　　　　　　   12345678

 津山市山北520

 津山　太郎   ○

 津山　太郎   ○

   昭和25 １ １

   平成23 ８ １

   平成24 ７ 31

　　　　　　　　　　　　　○

交付年月日平成24年４月１日

　　　　　  岡 ３　　　　　　   12345678

 津山市山北520

 津山　太郎   ○

 津山　太郎   ○

   昭和14 １ １

 ２割（平成24年７月31日までは１割）

　　　　　　　　　　　　　   平成24 ４ １

　　　　　　　　　　　　　   平成24 ７ 31

交付年月日平成23年８月１日

　　　　　  岡 ３　　　　　　   12345678

 津山市山北520

 津山　太郎   
○

 津山　太郎   
○

  ○
   25 １ １

 23 ８ １

 24 ７ 31

　　　　　　

一人当たりの保険料（年額）
（最高限度額55万円）

13 2012.7 122012.7


